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障害しょうがいを理由り ゆ うとする差別さ べ つの解消かいしょうの推進すいしんに関かんする広島県ひろしまけん議会ぎ か い事務局じむきょく職員しょくいん対応たいおう要領ようりょう  第だい１ 目的もくてき この要領ようりょう（以下い か「対応たいおう要領ようりょう」という。）は，障害しょうがいを理由り ゆ うとする差別さ べ つの解消かいしょうの推進すいしんに関かんする法律ほうりつ（平成へいせい２５年ねん法律ほうりつ第だい６５号ごう。以下い か 「法ほう」という。）第だい１０ 条じょう第だい１項こうの規定き て いに基もとづき，また，障害しょうがいを理由り ゆ うとする差別さ べ つの解消かいしょうの推進すいしんに関かんする基本き ほ ん方針ほうしん（平成へいせい２７年ねん２月がつ２４日にち閣議か く ぎ決定けってい）に即そくして，法ほう第だい７条じょうに規定き て いする事項じ こ うに関かんし，職員しょくいんが適切てきせつに対応たいおうするために必要ひつような事項じ こ うを定さだめるものとする。  第だい２ 定義て い ぎ １ この対応たいおう要領ようりょうにおいて「職員しょくいん」とは，一般いっぱん職しょく，特別とくべつ職しょく及および臨時的りんじてき任用にんよう職員しょくいんの全すべてを含ふくむものとする。 ２ この対応たいおう要領ようりょうにおいて「障害者しょうがいしゃ」とは，身体しんたい障害しょうがい，知的ち て き障害しょうがい，精神せいしん障害しょうがい（発達はったつ障害しょうがいを含ふくむ。）その他た の心身しんしんの機能き の うの障害しょうがい（以下い か「障害しょうがい」という。）がある者ものであって，障害しょうがい及および社会的しゃかいてき障壁しょうへきにより継続的けいぞくてきに日常にちじょう生活せいかつ又または社会しゃかい生活せいかつに相当そうとうな制限せいげんを受う ける状態じょうたいにあるものをいう。  第だい３ 不当ふ と うな差別的さべつてき取扱とりあつかいの禁止き ん し 職員しょくいんは，法ほう第だい７条じょう第だい１項こうの規定き て いのとおり，その事務じ む 又または事業じぎょうを行おこなうに当あ たり，障害しょうがいを理由り ゆ うとして，障害者しょうがいしゃでない者ものと不当ふ と うな差別的さべつてき取扱とりあつかいをすることにより，障害者しょうがいしゃの権利け ん り利益り え きを侵害しんがいしてはならない。これに当あ たり，職員しょくいんは，別紙べ っ しに定さだめる留意りゅうい事項じ こ うに留意りゅういするものとする。 なお，別紙中べっしちゅう，「望のぞましい」と記載き さ いしている内容ないようは，それを実施じ っ ししない場合ば あ いであっても，直ただちに法ほうに反はんすると判断はんだんされるものではないが，障害者しょうがいしゃ基本法きほんほう（昭和しょうわ４５年ねん法律ほうりつ第だい８４号ごう）の基本的きほんてきな理念り ね ん及および法ほうの目的もくてきを踏ふ まえ，できるだけ取と り組く むことが望のぞまれることを意味い み する（第だい４において同おなじ。）。  第だい４ 合理的ごうりてき配慮はいりょの提供ていきょう 職員しょくいんは，法ほう第だい７ 条じょう第だい２項こうの規定き て いのとおり，その事務じ む 又または事業じぎょうを行おこなうに当あ たり，障害者しょうがいしゃから現げんに社会的しゃかいてき障壁しょうへきの除去じょきょを必要ひつようとしている旨むねの意思い し の表明ひょうめいがあった場合ば あ いにおいて，そ
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の実施じ っ しに 伴ともなう負担ふ た んが過重かじゅうでないときは，障害者しょうがいしゃの権利け ん り利益り え きを侵害しんがいすることとならないよう，当該とうがい障害者しょうがいしゃの性別せいべつ，年齢ねんれい及および障害しょうがいの状態じょうたいに応おうじて，社会的しゃかいてき障壁しょうへきの除去じょきょの実施じ っ しについて必要ひつようかつ合理的ごうりてきな配慮はいりょ（以下い か「合理的ごうりてき配慮はいりょ」という。）の提供ていきょうをしなければならない。これに当あ たり，職員しょくいんは，別紙べ っ しに定さだめる留意りゅうい事項じ こ うに留意りゅういするものとする。  第だい５ 管理か ん り・監督者かんとくしゃの責務せ き む １ 管理か ん り・監督者かんとくしゃは，第だい３及および第だい４の趣旨し ゅ しを踏ふ まえ，障害しょうがいを理由り ゆ うとする差別さ べ つの解消かいしょうを推進すいしんするため，次つぎに掲かかげる事項じ こ うを実施じ っ ししなければならない。 （１） 日常にちじょうの執務し つ むを通つうじた指導し ど う等などにより，障害しょうがいを理由り ゆ うとする差別さ べ つの解消かいしょうに関かんし，その管理か ん り・監督かんとくする職員しょくいんの注意ちゅういを喚かん起き し，障害しょうがいを理由り ゆ うとする差別さ べ つの解消かいしょうに関かんする認識にんしきを深ふかめさせること。 （２） 障害者しょうがいしゃ等などから不当ふ と うな差別的さべつてき取扱とりあつかい，合理的ごうりてき配慮はいりょの不提供ふていきょうに対たいする相談そうだん，苦情くじょうの申もうし出で 等などがあった場合ば あ いは，迅速じんそくに 状 況じょうきょうを確認かくにんすること。 （３） 合理的ごうりてき配慮はいりょの必要性ひつようせいが確認かくにんされた場合ば あ い，管理か ん り・監督かんとくする職員しょくいんに対たいして，合理的ごうりてき配慮はいりょの提供ていきょうを適切てきせつに行おこなうよう指導し ど うすること。 ２ 管理か ん り・監督者かんとくしゃは，障害しょうがいを理由り ゆ うとする差別さ べ つに関かんする問題もんだいが 生しょうじた場合ば あ いには，迅速じんそくかつ適切てきせつに対処たいしょしなければならない。  第だい６ 相談そうだん体制たいせいの整備せ い び １ 職員しょくいんによる障害しょうがいを理由り ゆ うとする差別さ べ つに関かんする障害者しょうがいしゃ及およびその家族か ぞ くその他た の関係者かんけいしゃからの相談そうだん等などに的確てきかくに対応たいおうするため，相談そうだん窓口まどぐちを健康けんこう福祉局ふくしきょく障害者しょうがいしゃ支援課し え ん かに置お く。 ２ １の相談そうだん窓口まどぐちに寄よ せられた相談そうだん等などは，相談者そうだんしゃの意向い こ うやプライバシーに配慮はいりょしつつ，関係者かんけいしゃ等などにおいて，情報じょうほう共有きょうゆうを図はかり，早期そ う きの解決かいけつに努つとめるものとする。 ３ １の相談そうだん窓口まどぐちに寄よ せられた相談そうだん等などのうち，必要ひつようと認みとめられる場合ば あ いは，速すみやかに議会ぎ か い事務局じむきょく総務課そ う む かに情報じょうほう提供ていきょうを 行おこなうものとする。  第だい７ 対応たいおう措置そ ち  相談そうだん窓口まどぐちから情報じょうほう提供ていきょうを受う けた議会ぎ か い事務局じむきょく総務課そ う む かにおいて，事実じ じ つ関係かんけいの調査ちょうさ及および確認かくにんの結果け っ か，職員しょくいんが障害者しょうがいしゃに対たいして不当ふ と うな差別的さべつてき取扱とりあつかいをした，又または，過度か ど な負担ふ た んがないにもかかわらず合理的ごうりてき配慮はいりょの提供ていきょうをしなかったと確認かくにんされた場合ば あ いは，事案じ あ んの内容ないようや程度て い どに応おう
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じ，懲戒ちょうかい処分しょぶん（免職めんしょく，停職ていしょく，減給げんきゅう又または戒告かいこく）を含ふくむ人事じ ん じ管理上かんりじょうの措置そ ち に付ふ されることがある。  第だい８ 研修けんしゅう・啓発けいはつ １ 障害しょうがいを理由り ゆ うとする差別さ べ つの解消かいしょうの推進すいしんを図はかるため，全すべての職員しょくいんを対象たいしょうとし，職位しょくいや業務ぎょうむに応おうじて必要ひつような研修けんしゅうに参加さ ん かさせるものとする。 ２ 特とくに，新あらたに職員しょくいんとなった者ものに対たいしては，障害しょうがいを理由り ゆ うとする差別さ べ つの解消かいしょうに関かんする基本的きほんてきな事項じ こ うについて理解り か いさせるために，また，新あらたに管理か ん り・監督者かんとくしゃとなった職員しょくいんに対たいしては，障害しょうがいを理由り ゆ うとする差別さ べ つの解消かいしょう等などに関かんし求もとめられる役割やくわりについて理解り か いさせるために，それぞれ，必要ひつような研修けんしゅうに参加さ ん かさせるものとする。 ３ 職員しょくいんに対たいし，研修けんしゅう資料しりょう及および啓発けいはつ資料しりょうにより，障害しょうがいの特性とくせいや多様性たようせいを理解り か いさせ，障害者しょうがいしゃに適切てきせつに対応たいおうするよう，意識い し きの啓発けいはつを図はかるものとする。  第だい９ その他た  この要領ようりょうの施行し こ うに当あ たっての留意りゅうい事項じ こ うについては，障害しょうがいを理由り ゆ うとする差別さ べ つの解消かいしょうの推進すいしんに関かんする広島県ひろしまけん職員しょくいん対応たいおう要領ようりょう（平成へいせい２８年ねん４月がつ１日にち施行し こ う）別紙べ っ し（以下い か「県けん留意りゅうい事項じ こ う」という。）の例れいによる。この場合ば あ いにおいて，県けん留意りゅうい事項じ こ う第だい２並ならびに第だい４の１及および５ 中ちゅう「知事ち じ部局ぶきょく」とあるのは，「議会ぎ か い事務局じむきょく」と読よみ替か えるものとする。  附ふ   則そく この対応たいおう要領ようりょうは，平成へいせい２８年ねん４月がつ１日にちから施行し こ うする。   
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別紙べ っ し 障害しょうがいを理由り ゆ うとする差別さ べ つの解消かいしょうの推進すいしんに関かんする広島県ひろしまけん職員しょくいん対応たいおう要領ようりょうに係かかる留意りゅうい事項じ こ う  第だい１ 不当ふ と うな差別的さべつてき取扱とりあつかいの基本的きほんてきな考かんがえ方かた  法ほうは，障害者しょうがいしゃに対たいして，正当せいとうな理由り ゆ うなく，障害しょうがいを理由り ゆ うとして，財ざい・サービスや各種かくしゅ機会き か いの提供ていきょうを拒否き ょ ひする又または提供ていきょうに当あ たって場所ば し ょ・時間帯じかんたいなどを制限せいげんする，障害者しょうがいしゃでない者ものに対たいしては付ふ さない条件じょうけんを付つ けることなどにより，障害者しょうがいしゃの権利け ん り利益り え きを侵害しんがいすることを禁止き ん ししている。  ただし，障害者しょうがいしゃの事実上じじつじょうの 平びょう等どうを促進そくしんし，又または達成たっせいするために必要ひつような特別とくべつの措置そ ち は，不当ふ と うな差別的さべつてき取扱とりあつかいではない。したがって，障害者しょうがいしゃを障害者しょうがいしゃでない者ものと比くらべて優ゆう遇ぐうする取扱とりあつかい（いわゆる積極的せっきょくてき改善かいぜん措置そ ち ），法ほうに規定き て いされた障害者しょうがいしゃに対たいする合理的ごうりてき配慮はいりょの提供ていきょうによる障害者しょうがいしゃでない者ものとの異ことなる取扱とりあつかいや，合理的ごうりてき配慮はいりょを提てい供きょう等などするために必要ひつような範囲は ん いで，プライバシーに配慮はいりょしつつ障害者しょうがいしゃに障害しょうがいの状 況じょうきょう等などを確認かくにんすることは，不当ふ と うな差別的さべつてき取扱とりあつかいには当あ たらない。  このように，不当ふ と うな差別的さべつてき取扱とりあつかいとは，正当せいとうな理由り ゆ うなく，障害者しょうがいしゃを，問題もんだいとなる事務じ む 又または事業じぎょうについて，本質的ほんしつてきに関係かんけいする諸事情しょじじょうが同おなじ障害者しょうがいしゃでない者ものより不利ふ り に 扱あつかうことである点てんに留意りゅういする必要ひつようがある。  第だい２ 正当せいとうな理由り ゆ うの判断はんだんの視点し て ん  正当せいとうな理由り ゆ うに相当そうとうするのは，障害者しょうがいしゃに対たいして，障害しょうがいを理由り ゆ うとして，財ざい・サービスや各種かくしゅ機会き か いの提供ていきょうを拒否き ょ ひするなどの取扱とりあつかいが客観的きゃっかんてきに見み て正当せいとうな目的もくてきの下もとに 行おこなわれたものであり，その目的もくてきに照て らしてやむを得え ないと言い える場合ば あ いである。知事ち じ部局ぶきょくにおいては，正当せいとうな理由り ゆ うに相当そうとうするか否いなかについて，具体的ぐたいてきな検討けんとうをせずに正当せいとうな理由り ゆ うを拡かく大解釈だいかいしゃくするなどして法ほうの趣旨し ゅ しを損そこなうことなく，個別こ べ つの事案じ あ んごとに，障害者しょうがいしゃ，第三者だいさんしゃの権利け ん り利益り え き（例れい：安全あんぜんの確保か く ほ，財産ざいさんの保全ほ ぜ ん，損害そんがい発生はっせいの防止ぼ う し等など）及および知事ち じ部局ぶきょくの事務じ む 又または事業じぎょうの目的もくてき・内容ないよう・機能き の うの維持い じ 等などの観点かんてんに鑑かんがみ，具体的ぐたいてき場面ば め んや 状 況じょうきょうに応おうじて総合的そうごうてき・客観的きゃっかんてきに判断はんだんすることが必要ひつようである。  職員しょくいんは，正当せいとうな理由り ゆ うがあると判断はんだんした場合ば あ いには，障害者しょうがいしゃにその理由り ゆ うを説明せつめいするものと
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し，理解り か いを得え るよう努つとめることが望のぞましい。なお，理解り か いが得え られない場合ば あ いには，相談そうだん窓口まどぐちへの相談そうだんを考慮こうりょすることが望のぞましい。  第だい３ 不当ふ と うな差別的さべつてき取扱とりあつかいの具体例ぐたいれい  不当ふ と うな差別的さべつてき取扱とりあつかいに当あ たり得え る具体例ぐたいれいは以下い か のとおりである。なお，第だい２で示しめしたとおり，不当ふ と うな差別的さべつてき取とり扱あつかいに相当そうとうするか否いなかについては，個別こ べ つの事案じ あ んごとに判断はんだんされることとなる。また，以下い か に記載き さ いされている具体例ぐたいれいについては，正当せいとうな理由り ゆ うが存在そんざいしないことを前提ぜんていとしていること，さらに，それらはあくまでも例示れ い じであり，記載き さ いされている具体例ぐたいれいだけに限かぎられるものではないことに留意りゅういする必要ひつようがある。 １ 不当ふ と うな差別的さべつてき取扱とりあつかいに当あ たり得え る具体例ぐたいれい （１） 障害しょうがいを理由り ゆ うに窓口まどぐち対応たいおうを拒否き ょ ひする。 （２） 障害しょうがいを理由り ゆ うに対応たいおうの順序じゅんじょを後回あとまわしにする。 （３） 障害しょうがいを理由り ゆ うに書面しょめんの交付こ う ふ，資料しりょうの送付そ う ふ，パンフレット，筆談ひつだんメモの提供ていきょう等などを拒こばむ。 （４） 障害しょうがいを理由り ゆ うに説明会せつめいかい，シンポジウム等などへの出席しゅっせきを拒こばむ。 （５） 事務じ む・事業じぎょうの遂行上すいこうじょう，特とくに必要ひつようではないにもかかわらず，障害しょうがいを理由り ゆ うに，来庁らいちょうの際さいに付つ き添そ い者しゃの同行どうこうを求もとめるなどの条件じょうけんを付つ けたり，特とくに支障ししょうがないにもかかわらず，付つ き添そ い者しゃの同行どうこうを拒こばんだりする。 （６）  身体しんたい障害者しょうがいしゃ補助ほ じ ょ犬けんの同伴どうはんを拒否き ょ ひする。  第だい４ 合理的ごうりてき配慮はいりょの基本的きほんてきな考かんがえ方かた １ 障害者しょうがいしゃの権利け ん りに関かんする条約じょうやく（以下い か「権利け ん り条約じょうやく」という。）第だい２ 条じょうにおいて，「合理的ごうりてき配慮はいりょ」は，「障害者しょうがいしゃが他ほかの者ものとの平等びょうどうを基礎き そ として全すべての人権じんけん及および基本的きほんてき自由じ ゆ うを享きょう有ゆうし，又または行使こ う しすることを確保か く ほするための必要ひつようかつ適当てきとうな変更へんこう及および調整ちょうせいであって，特定とくていの場合ば あ いにおいて必要ひつようとされるものであり，かつ，均衡きんこうを失しっした又または過度か ど の負担ふ た んを課か さないもの」と定義て い ぎされている。 法ほうは，権利け ん り条約じょうやくにおける合理的ごうりてき配慮はいりょの定義て い ぎを踏ふ まえ，行政ぎょうせい機関き か ん等などに対たいし，その事務じ む 又または事業じぎょうを 行おこなうに当あ たり，個々こ こ の場面ば め んにおいて，障害者しょうがいしゃから現げんに社会的しゃかいてき障壁しょうへきの除去じょきょを必要ひつようとしている旨むねの意思い し の表明ひょうめいがあった場合ば あ いにおいて，その実施じ っ しに 伴ともなう負担ふ た んが過重かじゅうで
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ないときは，障害者しょうがいしゃの権利け ん り利益り え きを侵害しんがいすることとならないよう，社会的しゃかいてき障壁しょうへきの除去じょきょの実施じ っ しについて，合理的ごうりてき配慮はいりょを 行おこなうことを求もとめている。合理的ごうりてき配慮はいりょは，障害者しょうがいしゃが受う ける制限せいげんは，障害しょうがいのみに起因き い んするものではなく，社会しゃかいにおける様々さまざまな障壁しょうへきと相対あいたいすることによって 生しょうずるものとのいわゆる「社会しゃかいモデル」の考かんがえ方かたを踏ふ まえたものであり，障害者しょうがいしゃの権利け ん り利益り え きを侵害しんがいすることとならないよう，障害者しょうがいしゃが個々こ こ の場面ば め んにおいて必要ひつようとしている社会的しゃかいてき障壁しょうへきを除去じょきょするための必要ひつようかつ合理的ごうりてきな取組とりくみであり，その実施じ っ しに伴ともなう負担ふ た んが過重かじゅうでないものである。 合理的ごうりてき配慮はいりょは，知事ち じ部局ぶきょくの事務じ む 又または事業じぎょうの目的もくてき・内容ないよう・機能き の うに照て らし，必要ひつようとされる範囲は ん いで本来ほんらいの業務ぎょうむに付随ふ ず いするものに限かぎられること，障害者しょうがいしゃでない者ものとの比較ひ か くにおいて同等どうとうの機会き か いの提供ていきょうを受う けるためのものであること，事務じ む 又または事業じぎょうの目的もくてき・内容ないよう・機能き の うの本質的ほんしつてきな変更へんこうには及およばないことに留意りゅういする必要ひつようがある。 ２ 合理的ごうりてき配慮はいりょは，障害しょうがいの特性とくせいや社会的しゃかいてき障壁しょうへきの除去じょきょが求もとめられる具体的ぐたいてき場面ば め んや 状 況じょうきょうに応おうじて異ことなり，多様た よ うかつ個別性こべつせいの高たかいものであり，当該とうがい障害者しょうがいしゃが現げんに置お かれている状 況じょうきょうを踏ふ まえ，社会的しゃかいてき障壁しょうへきの除去じょきょのための手段しゅだん及および方法ほうほうについて，「第だい５ 過重かじゅうな負担ふ た んの基本的きほんてきな考かんがえ方かた」に掲かかげる要素よ う そを考慮こうりょし，代替だいたい措置そ ち の選択せんたくも含ふくめ，双方そうほうの建設的けんせつてき対話た い わによる相互そ う ご理解り か いを通つうじて，必要ひつようかつ合理的ごうりてきな範囲は ん いで，柔軟じゅうなんに対応たいおうがなされるものである。さらに，合理的ごうりてき配慮はいりょの内容ないようは，技術ぎじゅつの進展しんてん，社会しゃかい情勢じょうせいの変化へ ん か等などに応おうじて変かわり得え るものである。合理的ごうりてき配慮はいりょの提供ていきょうに当あ たっては，障害者しょうがいしゃの性別せいべつ，年齢ねんれい，状態じょうたい等などに配慮はいりょするものとする。 なお，合理的ごうりてき配慮はいりょを必要ひつようとする障害者しょうがいしゃが多数た す う見込み こ まれる場合ば あ い，障害者しょうがいしゃとの関係性かんけいせいが長期ちょうきにわたる場合ば あ い等などには，その都度つ ど の合理的ごうりてき配慮はいりょとは別べつに，後述こうじゅつする環境かんきょうの整備せ い びを考慮こうりょに入い れることにより，中ちゅう・長期的ちょうきてきなコストの削減さくげん・効率化こうりつかにつながる点てんは重要じゅうようである。 ３ 意思い し の表明ひょうめいに当あ たっては，具体的ぐたいてき場面ば め んにおいて，社会的しゃかいてき障壁しょうへきの除去じょきょに関かんする配慮はいりょを必要ひつようとしている 状 況じょうきょうにあることを言語げ ん ご（手話し ゅ わを含ふくむ。）のほか，点字て ん じ，拡大かくだい文字も じ ，要約ようやく筆記ひ っ き，筆談ひつだん，口話こ う わ，絵えカード，コミュニケーションボード，実物じつぶつの提示て い じや身振み ぶ りサイン等などによる合図あ い ず，触覚しょっかくによる意思い し伝達でんたつなど，障害者しょうがいしゃが他人た に んとコミュニケーションを図はかる際さいに必要ひつような手段しゅだん（手話し ゅ わ通訳つうやく等などの通訳つうやくを介かいするものやＩＣＴ機器き き によるものを含ふくむ。）により伝つたえられる。 
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また，障害者しょうがいしゃからの意思い し 表明ひょうめいのみでなく，知的ち て き障害しょうがいや精神せいしん障害しょうがい（発達はったつ障害しょうがいを含ふくむ。）等などにより本人ほんにんの意思い し 表明ひょうめいが困難こんなんな場合ば あ いには，障害者しょうがいしゃの家族か ぞ く，支援者しえんしゃ・介助者かいじょしゃ，法定ほうてい代理人だいりじん等など，コミュニケーションを支援し え んする者ものが本人ほんにんを補佐ほ さ して行おこなう意思い し の表明ひょうめいも含ふくむ。 なお，意思い し の表明ひょうめいが困難こんなんな障害者しょうがいしゃが，家族か ぞ く，支援者しえんしゃ・介助者かいじょしゃ，法定ほうてい代理人だいりじん等などを伴ともなっていない場合ば あ いなど，意思い し の表明ひょうめいがない場合ば あ いであっても，当該とうがい障害者しょうがいしゃが社会的しゃかいてき障壁しょうへきの除去じょきょを必要ひつようとしていることが明白めいはくである場合ば あ いには，法ほうの趣旨し ゅ しに鑑かんがみれば，当該とうがい障害者しょうがいしゃに対たいして適切てきせつと思おもわれる配慮はいりょを提案ていあんするために建設的けんせつてき対話た い わを働はたらきかけるなど，自主的じしゅてきな取組とりくみに努つとめることが望のぞましい。 ４ 合理的ごうりてき配慮はいりょは，障害者しょうがいしゃ等などの利用り よ うを想定そうていして事前じ ぜ んに行おこなわれる建築物けんちくぶつのバリアフリー化か ，介助者かいじょしゃ等などの人的じんてき支援し え ん，情報じょうほうアクセシビリティの向上こうじょう等などの環境かんきょうの整備せ い びを基礎き そ として，個々こ こ の障害者しょうがいしゃに対たいして，その 状 況じょうきょうに応おうじて個別こ べ つに実施じ っ しされる措置そ ち である。したがって，各場面かくばめんにおける環境かんきょうの整備せ い びの状 況じょうきょうにより，合理的ごうりてき配慮はいりょの内容ないようは異ことなることとなる。また，障害しょうがいの状態じょうたい等などが変化へ ん かすることもあるため，特とくに，障害者しょうがいしゃとの関係性かんけいせいが長期ちょうきにわたる場合ば あ い等などには，提供ていきょうする合理的ごうりてき配慮はいりょについて，適宜て き ぎ，見直み な おしを 行おこなうことが重要じゅうようである。 ５ 知事ち じ部局ぶきょくがその事務じ む 又または事業じぎょうの一環いっかんとして実施じ っ しする業務ぎょうむを事じ 業者ぎょうしゃに委託い た く等などする場合ば あ いは，提供ていきょうされる合理的ごうりてき配慮はいりょの内容ないように大おおきな差異さ い が生しょうずることにより障害者しょうがいしゃが不利益ふ り え きを受う けることのないよう，委託い た く等などの条件じょうけんに，対応たいおう要領ようりょうを踏ふ まえた合理的ごうりてき配慮はいりょの提供ていきょうについて盛も り込こ むよう努つとめることが望のぞましい。  第だい５ 過重かじゅうな負担ふ た んの基本的きほんてきな考かんがえ方かた  過重かじゅうな負担ふ た んについては，具体的ぐたいてきな検討けんとうをせずに過重かじゅうな負担ふ た んを拡かく大解釈だいかいしゃくするなどして法ほうの趣旨し ゅ しを損そこなうことなく，個別こ べ つの事案じ あ んごとに，以下い か の要素よ う そ等などを考慮こうりょし，具体的ぐたいてき場面ば め んや状 況じょうきょうに応おうじて総合的そうごうてき・客観的きゃっかんてきに判断はんだんすることが必要ひつようである。職員しょくいんは，過重かじゅうな負担ふ た んに当あ たると判断はんだんした場合ば あ いは，障害者しょうがいしゃにその理由り ゆ うを説明せつめいするものとし，理解り か いを得え るよう努つとめることが望のぞましい。なお，理解り か いが得え られない場合ば あ いには，相談そうだん窓口まどぐちへの相談そうだんを考慮こうりょすることが望のぞましい。 １ 事務じ む 又または事業じぎょうへの影響えいきょうの程度て い ど（事務じ む 又または事業じぎょうの目的もくてき，内容ないよう，機能き の うを損そこなうか否いなか） ２ 実現じつげん可能性かのうせいの程度て い ど（物理的ぶつりてき・技術的ぎじゅつてき制約せいやく，人的じんてき・体制上たいせいじょうの制約せいやく） ３ 費用ひ よ う・負担ふ た んの程度て い ど  
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第だい６ 合理的ごうりてき配慮はいりょの具体例ぐたいれい  第だい４で示しめしたとおり，合理的ごうりてき配慮はいりょは，具体的ぐたいてき場面ば め んや 状 況じょうきょうに応おうじて異ことなり，多様た よ うかつ個別性こべつせいの高たかいものであるが，具体例ぐたいれいとしては，次つぎのようなものがある。  なお，記載き さ いした具体例ぐたいれいについては，第だい５で示しめした過重かじゅうな負担ふ た んが存在そんざいしないことを前提ぜんていとしていること，また，これらはあくまでも例示れ い じであり，記載き さ いされている具体例ぐたいれいだけに限かぎられるものではないことに留意りゅういする必要ひつようがある。  １ 合理的ごうりてき配慮はいりょに当あ たり得え る物理的ぶつりてき環境かんきょうへの配慮はいりょの具体例ぐたいれい （１） 段差だ ん さがある場合ば あ いに，車椅子くるまいす利用者りようしゃにキャスター上あ げ等などの補助ほ じ ょをする，携帯けいたいスロープを渡わたすなどする。 （２） 配架は い か棚だなの高たかい所ところに置お かれたパンフレット等などを取と って渡わたす。パンフレット等などの位置い ちを分わ かりやすく伝つたえる。 （３） 目的もくてきの場所ば し ょまでの案内あんないの際さいに，障害者しょうがいしゃの歩行ほ こ う速度そ く どに合あわせた速度そ く どで歩あるいたり，前後ぜ ん ご・左右さ ゆ う・距離き ょ りの位置い ち 取ど りについて，障害者しょうがいしゃの希望き ぼ うを聞き いたりする。 （４） 障害しょうがいの特性とくせいにより，頻繁ひんぱんに離席り せ きの必要ひつようがある場合ば あ いに，会場かいじょうの座席ざ せ き位置い ち を扉とびら付近ふ き んにする。 （５） 疲労ひ ろ うを感かんじやすい障害者しょうがいしゃから別室べっしつでの休憩きゅうけいの申もうし出で があった際さい，別室べっしつの確保か く ほが困難こんなんであったことから，当該とうがい障害者しょうがいしゃに事情じじょうを説明せつめいし，対応たいおう窓口まどぐちの近ちかくに長椅子な が い すを移動い ど うさせて臨時り ん じの休憩きゅうけいスペースを設もうける。 （６） 不随意ふ ず い い運動うんどう等などにより書類しょるい等などを押お さえることが難むずかしい障害者しょうがいしゃに対たいし，職員しょくいんが書類しょるいを押お さえたり，バインダー等などの固定こ て い器具き ぐ を提供ていきょうしたりする。 （７） 災害さいがいや事故じ こ が発生はっせいした際さい，館内かんない放送ほうそうで避難ひ な ん情報じょうほう等などの緊きん急 情 報きゅうじょうほうを聞き くことが難むずかしい聴覚ちょうかく障害者しょうがいしゃに対たいし，掲示板けいじばん，手書て が きのボード等などを用もちいて，分わ かりやすく案内あんないし誘導ゆうどうを図はかる。  ２ 合理的ごうりてき配慮はいりょに当あ たり得え る意思い し疎通そ つ うの配慮はいりょの具体例ぐたいれい （１） 点字て ん じ，拡大かくだい文字も じ ，要約ようやく筆記ひ っ き，筆談ひつだん，絵えカード，コミュニケーションボード，読よみ上あげ，手話し ゅ わ等などのコミュニケーション手段しゅだん（ＩＣＴ機器き き によるものを含ふくむ。）を用もちいる。



9 
 

特とくに，意思い し疎通そ つ うが不得意ふ と く いな障害者しょうがいしゃに対たいしては，絵えカード，コミュニケーションボード等などを活用かつようして意思い し を確認かくにんする。 （２） 会議か い ぎ資料しりょう等などについて，点字て ん じ，拡かく大文字だ い も じ等などで作成さくせいする際さいに，各々おのおのの媒体間ばいたいかんでページ番号ばんごう等などが異ことなり得え ることに留意りゅういして使用し よ うする。 （３） 視覚し か く障害しょうがいのある出席者しゅっせきしゃに会議か い ぎ資料しりょう等などを事前じ ぜ ん送付そ う ふする際さい，読よみ上あ げソフトに対応たいおうできるよう電子で ん しデータ（テキスト形式けいしき）で提供ていきょうする。 （４） 駐 車 場ちゅうしゃじょう，会場かいじょう入口いりぐちなどで通常つうじょう，口頭こうとうで行おこなう案内あんないを，紙かみにメモをして渡わたす。 （５） 書類しょるい記入きにゅうの依頼い ら い時じ に，記入きにゅう方法ほうほう等などを本人ほんにんの目め の前まえで示しめしたり，分わ かりやすい記述きじゅつで伝達でんたつしたりする。本人ほんにんの依頼い ら いがある場合ば あ いには，代読だいどくや代筆だいひつといった配慮はいりょを行おこなう。 （６） 比喩ひ ゆ 表現ひょうげん等などが苦手に が てな障害者しょうがいしゃに対たいし，比喩ひ ゆ や暗喩あ ん ゆ，二重にじゅう否定ひ て い表現ひょうげんなどを用もちいずに具体的ぐたいてきに説明せつめいする。 （７） 障害者しょうがいしゃから申もうし出で があった際さいに，ゆっくり，丁寧ていねいに，繰く り返かえし説明せつめいし，内容ないようが理解り か いされたことを確認かくにんしながら応対おうたいする。また，なじみのない外来語がいらいごは避さ ける，漢数字かんすうじは用もちいない，時刻じ こ くは２４時間じ か ん表記ひょうきではなく午前ご ぜ ん・午後ご ご で表記ひょうきするなどの配慮はいりょを念頭ねんとうに置おいたメモを，必要ひつように応おうじて適時て き じに渡わたす。 （８） 会議か い ぎの進行しんこうに当あ たり，資料しりょうを見み ながら説明せつめいを聞き くことが困難こんなんな視覚し か く又または聴覚ちょうかくに障害しょうがいのある出席者しゅっせきしゃや知的ち て き障害しょうがいのある出席者しゅっせきしゃに対たいし，ゆっくり，誰だれが話はなしているのか分わ かるように挙手きょしゅして話はなす，一人ひ と りずつ話はなすなどの丁寧ていねいな進行しんこうを 心こころがける配慮はいりょを行おこなう。 （９） 会議か い ぎの進しん行こうに当あ たっては，出席者しゅっせきしゃの障害しょうがいの特性とくせいに合あ ったサポートを 行おこなう，また，介助員かいじょいんの同席どうせきを認みとめるなどの可能か の うな範囲は ん いでの配慮はいりょを行おこなう。  ３ ルール・慣行かんこうの柔軟じゅうなんな変更へんこうの具体例ぐたいれい （１） 順番じゅんばんを待ま つことが苦手に が てな障害者しょうがいしゃに対たいし，周囲しゅういの者ものの理解り か いを得え た上うえで，手続て つ づき順じゅんを入い れ替か える。 （２） 立た って列れつに並ならんで順番じゅんばんを待ま っている場合ば あ いに，周囲しゅういの者ものの理解り か いを得え た上うえで，当該とうがい障害者しょうがいしゃの順番じゅんばんが来く るまで別室べっしつや席せきを用意よ う いする。 （３） 会議か い ぎ，研修けんしゅう，講演こうえんなどでは，スクリーン，手話通しゅわつう訳者やくしゃ，要約ようやく筆記ひ っ き，板書ばんしょが良よ く見み
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える場所ば し ょに席せきを確保か く ほし，手話し ゅ わ通訳つうやくは話はなし手て の横よこで通訳つうやくするようにする。また，手話し ゅ わ通訳つうやくが見み えるように通訳つうやく台だいを準備じゅんびする。 （４） 車両しゃりょう乗降じょうこう場所ば し ょを施設し せ つ出入口でいりぐちに近ちかい場所ば し ょへ変更へんこうする。 （５） 県けん庁舎ちょうしゃ施設し せ つの敷地内しきちないの駐ちゅう車場しゃじょう等などにおいて，障害者しょうがいしゃの来庁らいちょうが多数た す う見込み こ まれる場合ば あ い，通常つうじょう，障害者しょうがいしゃ専用せんようとされていない区画く か くを障害者しょうがいしゃ専用せんようの区画く か くに変更へんこうする。 （６） 他人た に んとの接触せっしょく，多人数たにんずうの中なかにいることによる緊張きんちょう等などにより，発作ほ っ さ等などがある場合ば あ い，当該とうがい障害者しょうがいしゃに説明せつめいの上うえ，障害しょうがいの特性とくせいや施設し せ つの状 況じょうきょうに応おうじて別室べっしつを準備じゅんびする。 （７） 非公表ひこうひょう又または未公表ひこうひょう情報じょうほうを扱あつかう会議か い ぎ等などにおいて，情報じょうほう管理か ん りに係かかる担保た ん ぽが得え られることを前提ぜんていに，障害しょうがいのある出席者しゅっせきしゃの理解り か いを援助えんじょする者もの及およびコミュニケーションを支援し え んする者もの（手話通しゅわつう訳者やくしゃ等など）の同席どうせきを認みとめる。 （８） 電話で ん わによる申もうし込こみや本人ほんにん確認かくにんにおいて，電話で ん わができない聴覚ちょうかく障害者しょうがいしゃのために，ファックスやメールなどの方法ほうほうも認みとめる。   


